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件  名 
 学校における性の多様性を尊重した教育の推進について 
 
提出理由 
 学校における性の多様性を尊重した教育の推進について、別紙のとおり報告し
ます。 
 
概  要 
１ 性の多様性を尊重した教育をめぐる動向 

２ 埼玉県におけるＬＧＢＴＱ（性的マイノリティ）の現状 

 ⑴ 県民を対象とした実態調査 
 ⑵ 学校における対応状況調査 
 ⑶ 学校における対応 

３ 性の多様性に関する理解を深める取組 
 ⑴ 授業等における理解増進 
 ⑵ 保護者に対する啓発 

４ 相談支援及び環境づくりの取組 
 ⑴ オンラインサロンの実施 
 ⑵ 学校における相談支援及び環境作り 

５ 今後の方向性 

報告事項 

（人権教育課） 
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● 国の動向 

 「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平成２７年・文部科学大臣通知） 

  ・個別の事案に応じ、児童生徒の心情に配慮した対応を行うこと 

  ・教職員への適切な理解の促進及び相談体制の整備が重要であること 

  ・服装や授業等、学校生活の各場面における支援事例を例示（「性的マイノリティ」とされる 

  児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮との均衡を取りながら支援を進めることを記載）  

● 埼玉県の動向 

 「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」（令和４年７月８日施行） 

  ・基本理念 性の多様性を尊重した社会づくりに当たっては、性の多様性に関する理解の増進、 

       相談体制の整備及び暮らしやすい環境作りに関する取組が行われなければならない 

  ・啓発等  県は、学校の授業その他の教育活動において、性の多様性に関する理解を深める  

       ため、学校の設置者と連携し、必要な施策を講ずる。 

１ 性の多様性を尊重した教育をめぐる動向 
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２ 埼玉県におけるＬＧＢＴＱ（性的マイノリティ）の現状 

 ⑴ 県民を対象とした実態調査（令和２年度） 

１ 性の多様性を尊重した教育をめぐる動向 ＬＧＢＴＱであると分類した人が学生
時代に直面した困難 

 複数回答・上位５項目  

性的マイノリティに対する差別的な言動を  

見聞きした経験がある割合 

 

ＬＧＢＴＱであると 

分類した人の割合 

３．３％ 
理解増進 
に係る課題 

相談体制 

に係る課題 

環境作り 

に係る課題 

％  

％  

埼玉県内に住む満 18 歳以上 64 歳以下

の 方 15,000 人 に 調 査 票 を 発 送 し 、

5,606 人の回答を得た。  

LGBTQ に分類した人は 184 人。  
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 ２ 埼玉県におけるＬＧＢＴＱ（性的マイノリティ）の現状 

  ⑵ 学校における対応状況調査（令和２年度） 

 

ＬＧＢＴＱの幼児児童生徒に支援・配慮

していた学校における支援・配慮の内容 

 複数回答 上位 5 項目 

● 支援における工夫例（自由記述） 
  ＰＴＡ研修会や家庭教育学級で保護者・地域へ啓発／校内研修の実施／進学先と連携 等 

● 支援における困難な点、課題等（自由記述） 
  教職員にとって身近なことであるという意識が希薄／保護者の理解を得ることが困難／ 
  ＬＧＢＴＱであることの判別が困難 等 

学校が相談を受けた幼児児童生徒の有無 

 （平成 27 年度～令和元年度） 

いる・いた 

２３．３％ 

いない 

７６．７％ 

％  

※埼玉県内（さいたま市を除く）の公立幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校、義務教育学校が対象。  
 有効回答数は 1,300 件。  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 埼玉県におけるＬＧＢＴＱ（性的マイノリティ）の現状 

  ⑶ 学校における対応（一般的な例） 

 
女子生徒から、「高校入学後 1 年近くたつが、最近制服のスカートを着て登校するのがつらい」と

性自認に関する相談を担任が受けた。 

【教職員全体の理解を深める取組】 

 ・性の多様性を尊重した相談対応などについての校内研修の実施 
  

【当該生徒の悩みに寄り添った対応】 

 ・制服着用をはじめ学校生活の各場面での配慮 

   制服選択制導入など方針の検討 
   方針決定までの経過的対応について本人と話し合いながら実施 

   制服以外についても、本人の悩みを聞きながら組織的に対応 

 ・当該生徒に対する相談支援体制の整備 
   本人に、誰に話したらいいのか確認したうえで、校内で情報共有して対応  

 

【生徒全体への対応】 

 ・生徒全体に対する性の多様性の理解を深める取組の実施 

相談内容 

学校の対応 
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導入 ・「多様性」「尊重する」という言葉について考える。  

展開 ・性の多様性を尊重するメッセージカード作りをする。  
 個人で考える→グループで考える→発表する  

終末 ・「アライ※２」「アウティング※３」についての説明、確認  

P1_性のあり方とは  

（性自認・性的指向等）  

P2_様々な性のあり方  

（LGBTQ・SOGI）  

P3_性の多様性を尊重

する態度や行動  

P4_LGBTQ の理解・支援  

相談先の紹介  

性の多様性に関する理
解を深めるとともに、
誰もが暮らしやすい環
境作りを考えようとす
る態度の育成をねらい
としている。 

３ 性の多様性に関する理解を深める取組 

 ⑴  授業等における理解増進 

● 児童生徒向けリーフレットの作成（令和３年度） 

● 授業用指導資料集（※１）（授業展開例等）の作成（令和４年度） 

※１ 教員がリーフレット３～４ページの内容を中心に指導する際に参考となる授業の事例。  
※２ アライ LGBTQ を理解し、支援しているまたは支援したいと思う人のこと。  
※３ アウティング  本人の同意なくセクシュアリティを周囲に言いふらしてしまうこと。  

教科等で、性の多様性に関する指導をする際
の補助教材として活用している。 
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内  容 備  考 

性のあり方、LGBTQ の概要 児童生徒向けリー

フレットに対応し

た内容 

LGBTQ に対する理解者・支援者 

（アライ）について 

性の多様性を尊重することの大切さに

ついて 

家庭生活における性の多様性への配慮

について 

当事者インタビュ

ーによる具体的な

エピソードを取り

入れた内容 

性のあり方に悩みを抱える子供や子供

からのカミングアウトへの向き合い方 

３ 性の多様性に関する理解を深める取組 

 ⑵ 保護者に対する啓発 

● 保護者向け啓発動画の作成（令和４年度） 
  埼玉県公式 youtube「サイタマどうが」で近日中公開予定。 
   動画内容は、児童生徒用リーフレットとの対応を図るほか、家庭で保護者にお願いした  
 いことについて当事者インタビューを取り入れるなどして作成。 
  ＰＴＡ総会、学級の保護者会での視聴を想定。 

動画（イメージ）  
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 (1) オンラインサロンの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 取組の目的・概要 
  周囲に相談しにくいと感じている当事者同士が、匿名で交流・相談できる場を設ける  
 ことで、悩みや不安の解消につなげる。 

４ 相談支援及び環境づくりの取組 

 ⑴ オンラインサロンの実施 

オンラインサロン（イメージ） 

匿名性を確保するため、参加者はチャットで交流  

参加者  LGBTQ へのカウ
ン セ リ ン グ の 資
格 を 有 す る 当 事
者などが、各グル
ープに 2 人いて、

経 験 な ど を 話 す
ことで、参加者が
お 互 い 話 し や す
い状況を作る。  

● 参加者の感想 

  「とても満足した・満足した」と回答した割合１００％。 

ファシリテーター  
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Ｑ アウティング禁止と言われま 

 すが、生徒から相談を受けるとき 
 に必ず守るべきことは何ですか 

Ａ 相談されたら「誰に話してい 

 るか、誰に話してよいか、どこま  

 で話してよいか」を確認します 

 

なぜ、情報共有範囲を生徒に確認す

るのですか 

【解説】 
 ・Ｑ＆Ａに記載した対応の根拠や 

  補足情報等を記載 

 

【参照資料】 
 ・関連する通知、書籍等の紹介 

 

項目 主な内容 

ＬＧＢＴＱ相談の

基本的対応 

・情報共有の範囲やカミングア

ウ トに よ る 影 響 など に つ い て

本人と共有すること 
・当事者が抱える悩みが多様で

あることを理解し、本人の意思

を尊重すること 

学校全体での組織
的対応 

・（情報共有など）本人の望む体
制 と支 援 上 必 要 な体 制 が 一 致

しない場合もあることから、本

人 の理 解 を 求 め なが ら 進 め る
こと 

学校における環境

作り 

・性の多様性に関する学習だけ

でなく、学校として性の多様性
を 受容 し て い る こと を 可 視 化

する取組が有効 

● 学校における相談支援の充実 
  教育局で設置した有識者会議における検討をもとに、相談対応ハンドブックを作成  

４ 相談支援及び環境づくりの取組 

 ⑵ 学校における相談支援及び環境作り 

有識者会議報告書（令和３年度）の概要 ハンドブック（令和４年度作成中） 
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Ｒ３年度 Ｒ４年５月 Ｒ５年４月 

（予定） 

７０％ ７９％ １００％ 

● 性の多様性に配慮した環境作り 制服選択制の推進 

  県立高校における制服選択制推進に関する通知の発出（令和４年７月） 

女子用スラックスの選択ができる県立高校の割合  

制服見直しの例（深谷高校）  

性別に関わらずリボン、ネクタイ、スカート、

スラックスを選択可能 

５ 今後の方向性 

 教職員が児童生徒に対して性の多様性の尊重について指導するためには更なる支援が必

要である。また、学校が当事者児童生徒の多様な悩みに十分対応するためにも更なる支援

が必要である。 

 埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例の制定を踏まえて、引き続き、理解の増進、

相談体制の整備、環境作りに計画的に取り組んでいく。 


